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令和８年登米市議会定例会 

２月定期議会 議案 
（その２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登 米 市 議 会 

議員  番 



 

 



 

 

議 案 目 次 
 

議案番号 議 案 名 頁 

報 告 第 ７ 号 
損害賠償の額を定め和解することに関する専決処分の報告につい

て 
５ 

議 案 第 34号 令和７年度登米市一般会計補正予算（第11号） 別冊 
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報告第７号 

     

損害賠償の額を定め和解することに関する専決処分の報告    

について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、次のとおり専決

処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

 

  令和８年３月12日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 康 信     

 

 

区分 専決処分年月日 事故の概要 
損害賠償額 

和 解 内 容 

過失によ

る物損事

故 

令和８年２月３日 令和７年11月28日、登米市中田

町浅水字窪田地内において、市

有地に生えていた樹木の枝が

折れ、隣接する相手方住宅の屋

根等の一部を破損させたもの 

550,000円 

その余の請求を

放棄 

 


